
① 在校生と同時にその弟妹が在籍する場合

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

在校生 小1 小2 小3 小4 小5 小6

弟妹 小1 小2 小3 小4 小5 小6

② 在校生と同時にその弟妹が在籍するが、同時に在籍する期間が短い場合

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

在校生 小4 小5 小6

弟妹 小1 小2 小3 小4 小5 小6

③ 在校生が卒業した後に、二人目の弟妹が入学する場合

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

在校生 小1 小2 小3 小4 小5 小6

弟妹１ 小1 小2 小3 小4 小5 小6

弟妹２ 小1 小2 小3 小4 小5 小6

④ 経過措置の期間を定めず、弟・妹の経過措置適用期間が長期間になってしまう場合

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

在校生 小1 小2 小3 小4 小5 小6

弟妹１ 小1 小2 小3 小4 小5 小6

弟妹２ 小1 小2 小3 小4 小5 小6

⑤ 小学校で経過措置が適用された児童の中学校進学時

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

※中学進学時に、友人と分かれる。

在校生１
指定校Ａ小

指定校Ａ小

指定校Ａ小 指定校Ａ中

指定校Ｂ中

資料番号　２

在校生２

⇒経過措置Ａ小

経過措置（兄弟姉妹に配慮した取り扱い）について

指定校Ｂ小


